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他サイト連携機能についてご迷惑をお掛けしております

［売買］不動産を競売で落とす行為も宅建業法にいう売買取引にあたる
［賃貸］改正民法後の法定更新において極度額の合意がない事から連帯保証契約は無効？

静岡県の路線価 14 年連続で下落、全国平均は上昇

賃貸物件の火災保険のことなら、宅建ファミリー共済にお任せください！

静岡県労働金庫・三島信用金庫

「結婚離れ」が進行、未婚女性が求める1位は経済力

県盛土等の規制に関する条例の施行に係る県当局の考え方（質疑応答）

〆切間近！ 不動産コンサルティング技能試験の実施概要

受験申込受付結果　昨年を下回る 5,861 名
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取引（売買）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（最高判：Ｈ16.12.10）

不動産を競売で落とす行為も宅建業法にいう売買取引に
あたるとした事例

　Ｘ1およびＸ2（以下「被告人両名」という）は共謀の
上、事務所の所在地を管轄する都道府県知事の宅建業
免許を受けないで、業として、約 1年 6カ月の間、35
回にわたり 12 カ所の裁判所において競売物件所有者
計 43 名との間で、17 件の宅地・建物を代金合計 3億
7,168 万円余で売買した。
　被告人両名は、免許を受けなければ違法であるとの
認識がなかった旨主張した。また 1審から上告審に至
るまで「民事執行法上の競売手続きにより、宅地又は
建物を買受ける行為は宅建業法 2条 2項にいう宅地又
は建物の売買にあたらないから、無免許業の罪は成立
しない」旨主張した。

　第 1 審の地方裁判所は、被告人両名の罪を認めた。
　被告人両名は、自分らには宅地建物取引業法違反の
認識がなく、認識を欠いたことについて相当な理由が
あると主張する。しかし被告人両名は、利益を上げる
目的で反復継続して行う意思のもとに、宅地及び建物
の所有権を獲得して立ち退かせ、リフォーム等して付
加価値を付けて、転売のためにほかの業者に客を紹介
してもらうなど、幅広く通常の不動産業者と同様の事
業を行っていたというべきである。またＸ1 の経験、
知識、経歴等を考慮すれば、本件で被告人両名が、お
よそ自らの行為を他の不動産業者と比較し、事務所に
おける事業として、自らも宅建業の免許を得なければ、
違法となる旨認識していたものと推認できる。
　本件に係る裁判所の競売物件はいずれも担保権の実
行としての競売であって、裁判所が入札、すなわち買
受けの申込み手続きその他を規制することにより、債
権者に代わって債務者の不払いのために物件上に設定
された私法上の権利である担保権を実行し、担保物の
売却を伴うものである。そして宅地建物取引業法 2 条
1 項 2 号にいう「売買」とは、宅地建物取引業者が売
主又は買主となる場合を指すものであるから、同号に
おける「売買」とは、所有権の移転と引換えに代金を
支払う、あるいは受取る行為を意味するものと解する
のが相当であり、競売において売却許可決定を受け、
売却代金を納付して所有権を取得する行為を含むもの
というべきである。なぜなら、不動産業者の事業態様

の典型例である「競売で落として安く仕入れる」行為
が、宅地建物取引業法の規制の対象から一律に外れて
いると考えること自体全く合理的ではなく、たとえ、
重要事項の説明や、売主としての手付け等の規制が、
民事執行手続き上意味がないとしても、不当な立ち退
きを求めることや、交渉において誠実に対応しない等
の種々の付随的な業務が規制の対象となり、適正に行
われるべきことは宅地建物取引業法 1条の目的に合致
するからである。
　被告人両名は控訴したが、第 2 審の高等裁判所は、
原審は正当であるとして控訴を棄却した。
　不動産業を営むには免許が必要なことは社会常識で
あり、少なくとも 1年半にわたり不動産取引を反復継
続していたＸ1が、その程度の知識さえなかったとは
到底考えられない。
　宅地建物取引業法は無免許で不動産売買等を業とす
ることを規制するものであって、被告人両名が主張す
るように裁判所の競売手続きで不動産を取得して転売
する場合を除外する理由など全くなく、また、本件事
案の性質、態様、ことに無免許で宅地建物取引業を営
むこと自体、宅地建物取引業法の規制を根底から覆す
ものであって、悪質な犯罪行為と言わざるを得ない。
　被告人両名は上告したが、最高裁は以下のように決
定し、原審は正当であるとして上告を棄却した。（理
論的な根拠は判示せず）。
　決定要旨：民事執行法上の競売手続きにより宅地又
は建物を買い受ける行為は宅地建物取引業法 2 条 2 号
にいう宅地又は建物の「売買」にあたるとして、被告
人両名につき同法 79 条 2 号、12 条 1 項の罪の成立を
認めた原判断は正当である。

　近年、競売物件の落札に関する相談が増えており、
今回、最高裁判例（約 18 年前）を掲載した。
　従来、競売物件を競落する行為については、これま
で判例において様々な見解があり、本件は刑事事件の
決定であるが、本決定をもって競落行為は宅建業法上
の「売買」にあたると解された。
　競落代行業務と宅建業法の関係はまだ明確ではない
ため、行政庁の対応などが注目される。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

ま 　 と 　 め
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改正民法後の法定更新において極度額の合意がない事から連帯保証
契約は無効との保証人の主張が棄却された事例

　平成 28 年 10 月、賃貸人Ｘ（原告）は賃借人Ｙ1（被告）
との間で住宅賃貸借契約を締結し、また、Ｙ1 の父親Ｙ�
2（被告）との間で、Ｙ1の本契約に基づく一切の債務を保
証する連帯保証契約を締結した。
　平成 30 年 11 月、本契約は、月額賃料 9万円で、次の
特約が付され更新された。
　①Ｙ1 はＸに対して 1 か月前までに解約の申入れを行
うことにより、本契約を終了する事ができる（13条1項）。
　②Ｙ2 の連帯保証債務については、本契約が合意更新
あるいは法定更新された場合も同様とする（19 条 1 項）。
　その後、Ｙ1は、令和元年10月〜12月分の賃料のうち
25 万円の不払に陥ったためＹ2が支払い、さらに、令和
2年 6月分までの賃料不払い 34 万円についても、Ｙ2が
支払った。その後も、Ｙ1 は、令和 2年 11 月分までの賃
料 36 万円を滞納したため、本件建物の管理会社が、Ｙ2
に支払いを催告したが、Ｙ2から支払いはなかった。
　なお、令和 2 年 10 月 15 日に、Ｙ1 からは、管理会社�
に、同年 11 月 15 日に退去する旨の連絡があり、Ｘは、
本件賃貸借契約13条1項に定める解約通知として受け入
れたが、Ｙ1 は、既に本件建物に居住していないものと
思われるものの、Ｘと連絡がとれない状態のまま本件建
物内に動産類を残置しており、令和 2年 11 月 15 日まで
に本件建物から退去して本件建物を明け渡すべき義務を
履行しなかった。
　なお、令和 2年 11 月 13 日、本契約は法定更新された。
管理会社が、Ｙ1 との連絡を試みても連絡をとることが
できず、また、同年 11 月 19 日に、Ｙ2 と連絡をとった�
が、これ以上の支払いはできない旨の回答があった。
　Ｘは、Ｙ1 の解約申入れにより本契約は合意解除され
た、また、Ｙ1 との間の信頼関係は破壊されているとし
て、Ｙ1に対し、建物の明渡しを、Ｙ2に対し滞納賃料の
支払いを求め提訴した。
　これに対し、Ｙ1 は、解約申入れ後、管理会社から指
示された手続きを行っていないので解約の効果が発生し
ていない、Ｙ2 は、本契約の法定更新において極度額が
定められなかったことにより、法定更新後の連帯保証契
約は無効と主張した。

　裁判所は、貸主Ｘの請求をすべて認容した。
　Ｙ1 が、令和 2 年 10 月 15 日、管理会社に対し、同年
11 月 15 日に退室する旨連絡した事、本件賃貸借契約 13

条 1 項は、Ｙ1は、Ｘに対し、1か月前までに解約の申入
れを行うことにより、本件賃貸借契約を解除することが
できる旨定めている事、管理会社の担当者が、Ｙ1 に対
し解約明渡しの手順について説明した事等の事実が認め
られ、これらの事実を踏まえると、Ｙ1は、同年 10 月 15
日、Ｘに対し、本件賃貸借契約の解約の申入れをしたも
のというべきである。
　Ｙ1 は、管理会社の担当者から指示された手続をその
後に行っていない事を根拠として、解約の効果が発生し
ていないと主張するが、同不作為は解約申入れの効果を
妨げるものではないから、Ｙ1 の主張は、採用する事が
できず、したがって、本件賃貸借契約は、令和 2 年 11
月 15 日の経過をもって解除されたものと認められる。
　Ｙ2 は、本件連帯保証契約について、改正民法が適用
されるとの前提で、改正日以降に発生したＹ1 の債務に
ついて責任を負わないと主張するが、本件連帯保証契約
は、改正民法の施行日（令和 2 年 4 月 1 日）より前に締結
されたものであり、その後、本件賃貸借契約の更新に合
わせて同保証契約が更新されることもなかったから、改
正民法の適用がなく（平成 29 年法律第 44 号附則 21 条 1
項）、また、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事
情は認められないし、本件賃貸借契約の 19 条 1 項が、連
帯保証債務について「本契約が合意更新あるいは法定更
新された場合も同様とする。」と定めていることから、�
Ｙ2 において、各更新（平成 30 年 11 月 4 日付けの合意更
新及び令和2年11月 13日の法定更新）後の本件賃貸借契
約から生ずるＹ1 の債務についても保証の責めを負う趣
旨で合意がされたものと解するのが相当であり、Ｙ2 の
主張は、採用することができない。

　本件は、判決の根拠として、賃貸借契約の更新に合わ
せて保証契約が、更新されることがなかったことと共に、
賃貸借契約書の記載に、連帯保証債務について「本契約 
が合意更新あるいは法定更新された場合も同様とす 
る。」と定めていることが挙げられている。
　このような文書を賃貸借契約書に入れておくことは、
極度額を定めることとなった民法改正後の連帯保証契約
においても、賃貸借契約の更新が法定で更新された場合
でも、連帯保証人は、賃借人の債務を保証する必要があ
ることが一義的に定義されていることから、トラブル防
止のために有効と考えられる。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（賃貸）紛争の事例と解決　　　　　　　　　（東京地判：Ｒ03.4.23）
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2022年₆月　宅建ローン等の実績　（6/1〜6/30）
提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 44 49 58 ― 151件
金額 48億6,777万円（土地₁、新築戸建123、中古戸建22、新築マンション₁、中古マンション₄）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 8 0 ― 8件

金額 1億9,849万円（土地₁、土地購入新築₂、新築戸建₂、中古戸建₃）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 2 2 0 0 4件
金額 6,938万円（中古戸建₃、借り換え₁）

2022年₇月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
７月１日 本　部 第４回 理事会

　①４委員会・会務運営委員会・特別委員会等の構成、設置
　②顧問・相談役の委嘱
　③事務局人事異動　他

７日 本　部 月例法律相談 （来館相談５件）
８日 本　部 全宅連Web法定講習 説明会（Web）
11日 本　部 第１回 総務財政委員会
13日 本　部 県指定講習会
14日 静　岡 専門事業者団体連絡協議会
15日 本　部 空き家対策推進協議会 設立総会
19日 本　部 第１回 地域活性化委員会
20日 浜　松 取引士法定講習 （受講者79名）
25日 本　部 月例法律相談 （来館相談１件）
〃　 〃 第１回 情報提供委員会
26日 本　部 本部相談員研修会
29日 静　岡 取引士法定講習 （受講者69名）
30日 裾　野 ドリームカップ身障者野球大会

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談９件、電話相談239件）
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